
実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

北九州市 唐熊地区 (唐熊集落) 令和４年３月２５日   年   月   日 

１  対象地区の現状 

① 地区内の耕地面積 24.2ha 

② アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 15.9ha 

③ 地区内における 66 歳以上の農業者の耕作面積の合計 12.5ha 

 ⅰ  うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 3.8ha 

 ⅱ  うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.5ha 

④ 地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 1.6ha 

（備考） ・石炭鉱害復旧により、昭和 40 年代に基盤整備された水田がほとんどである。 

・担い手となっている農家の経営は、水稲＋種子用大麦、稲が主体。 

・野菜等の生産は畑で一部あるが少ない。 

２  対象地区の課題 

・現在は、農地の貸し手と借り手のバランスがとれ、耕作放棄地もない。農地の借り手も複数いるが、今

後も継続して借り手となるよう地区内の承認や農道、水路等管理の支援が必要である。 

・水稲裏作は一部の水田に限られており、拡大の余地がある。 

・農業機械が大型化しているため、現在の圃場区画(15a)は小さく、大区画の検討が必要。 

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

・唐熊地区の農地利用は、中心経営体である認定農業者 2 経営体が担うほか、入作の認定農業者等の

受入れをすることにより対応していく。 



（参考）  中心経営体 

属性 
農業者 

（氏名 ・ 名称） 

現状 今後の農地の引受けの意向 

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 
農業を 

営む範囲 

認定 

農業者 

小西 通敏 水稲、麦、野菜 3.3ha 水稲、麦 ( 3.6 )ha  

 島津 信広 水稲、麦 5.6ha 水稲、麦 ( 6.7 )ha  

認定 

農業者

倉成 保彦 水稲、麦、野菜 1.6ha 水稲、麦 ( 1.8 )ha  

計 ３人  10.5ha  12.1ha  

中心経営体A

中心経営体B

中心経営体C



４  ３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項） 

【農地の貸付等の意向 】

・貸付の意向が確認された農地は、7 筆 3,412 ㎡  

・すでに貸しており今後も継続して貸付意向の農地は 5.4ha。  

【農地中間管理機構の活用方針 】  

・将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、貸し手・借り手にかかわらず、原則として、

農地を機構に貸し付けていく。機構への貸し付けが困難な場合は、市や農業委員会等関係機関に

相談し、農地利用権設定により担い手への集約化を進める。

【基盤整備への取組み方針 】  

・農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備に

取組みを検討する。 

【新規・特産化作物の導入方針 】  

・米、麦等の土地利用型作物以外に、大規模農家はタマネギ、高菜等の裏作野菜の生産に取組む。

(また、他の農家と連携共同し、高菜加工の取組みを検討する。) 

・小規模農家は畑を中心に新たな露地野菜の生産に取り組む。 

・水田の一部での施設園芸の取組みを検討する。 

（参考）  農地の貸付け等の意向（任意記載事項） 

農地の所在（地番） 

貸付け等の区分（㎡） 

貸付け 作業委託 売渡 


